
市民プール使用料 

使用区分 区分 使用料 備考 

個人使

用 

一時使用 幼児 １人１回 ５０円 １回の使用時間は２時間

以内とする。 小学生、中学生 １人１回 １００円 

高校生 １人１回 ２００円 

一般 １人１回 ３００円 

定期使用 幼児 ３月 １，０００円 

小学生、中学生 ３月 １，５００円 

高校生 ３月 ３，０００円 

一般 ３月 ５，０００円 

専用使用 全面 １０時から１３時まで ５，８３０円 区分の時間帯を超える使

用の場合は、１時間増すご

とに２，０００円を加え

る。 

１３時から１７時まで ７，７７０円 

（全日）１０時から１

７時まで 

１３，６００円 

一部 コース使用１時間 １コース ３９０円 使用時間が１時間未満の

場合は、１時間とする。 

１ 市民プールを使用しない入所者については、使用料は徴収しない。 

２ 使用者が入所料その他これに類するものを徴収する場合の使用料の額は、入所料その他これ

に類するものの最高額に、入所者数の１００分の１０に相当する数（その数が１００を超える

場合は１００とする。）を乗じて得た額を、上表の使用料に加算して得た額とする。 

 


